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コーポレートガバナンスに関する基本方針 

 

                               株式会社ユー・エス・エス 

第１章 総則 

 

１．目的 

株式会社ユー・エス・エス（以下「当社」といいます。）は、当社およびその子会社（以下「当

社グループ」といいます。）のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や枠組みを示すこ

とを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めます。 

 

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループは、中古自動車のオークション事業を中核とした中古自動車流通ビジネスという

事業領域において、継続的な事業拡大を通じて「企業価値の増大」を図ることを経営の目標とし

ます。 

当社グループの各社は、株式会社である以上、株主価値の増大がその最重要課題であることは

当然ですが、当社グループは、「公正な市場の創造」、「会員との共生」、「消費者への奉仕」、「株主

への還元」、「社員の尊重」、「地域への貢献」という６つの企業理念を掲げているように、これら

ステークホルダー（利害関係者）に対する責任を果たした結果が「企業価値」であり、「株主価値」

は「企業価値」を通じて実現するものであるとの認識に基づき、その経営を行います。 

また、企業が社会の一員である以上、その事業活動において社会規範を遵守すべきことは当然

であり、本基本方針およびコーポレートガバナンス・コードへの対応について、毎事業年度最終

の定時取締役会にて評価し、次年度以降の改善計画を策定することにより、当社グループはアカ

ウンタビリティ（説明責任）の履行と、透明性の高い経営を確保し、コーポレートガバナンスの

向上に取り組みます。 

 

第２章 株主との関係 

 

１．株主総会 

当社は、株主総会は当社の最高意思決定機関であると同時に、株主と直接対話ができる貴重 

な場と位置付けており、株主の意思が適切に経営に反映されるよう、以下の対応を実施します。 

① 株主総会については、より多くの株主が出席できる開催日の設定を行うべきと認識して

おり、いわゆる「集中日」を避けて開催します。 

② 招集通知は、株主総会開催日の３週間前までに発送するとともに、発送前にその内容を

当社ホームページおよび東京証券取引所のウェブサイト等を通じて開示することにより、

株主による総会議案の十分な検討時間を確保します。また、招集通知以外にも、必要に応

じて株主が適切な判断を行うことに資する情報を提供します。 

③ すべての株主が適切に議決権を行使できるよう、会社法上の電子投票制度および議決権

電子行使プラットフォームの利用により、議決権の電子行使を可能とするための環境作り

を行うほか、英文の招集通知を作成します。 

④ 株主総会において可決には至ったものの、20％以上の反対票が投じられた会社提案議案
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があった場合、株主総会後に、取締役会において当該議案について反対の理由や反対票が

多くなった原因の分析を行い、必要な対応を検討します。 

 

２．株主の権利・平等性の確保 

（1）当社は、株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利

行使に資するため、速やかな情報開示と権利行使に係る環境整備を行います。 

（2）当社は、会社法において少数株主にも認められている権利について、「株式取扱規則」で権

利行使の方法を定めるなどして、その権利行使を円滑に行えるように努めます。 

 

３．資本政策に関する基本方針 

（1）当社は、当社グループの企業価値を中長期的に高めるために、持続的な成長を見据えた投資

と、事業活動に伴うリスクを許容できる水準の株主資本を保持することを資本政策の基本方針

とします。 

（2）当社は、資本効率について、中期経営目標である自己資本利益率（ROE）を従来の 15％以上

から引き上げ、2026 年３月期以降 20％以上としております。 

（3）当社は、株主還元方針について、連結配当性向を従来の 55％以上から 60％以上へ引き上げ

るとともに、2025年３月期から３か年で掲げた総還元性向 80％以上の方針を改め、2026年３

月期からの新たな３か年では総還元性向 100％以上を掲げております。 

＜株主還元方針（2026年３月期以降）＞ 

・連結配当性向：60％以上（2026年３月期以降） 

・総還元性向：100％以上（2026年３月期から 2028年３月期までの３か年） 

※上記３か年は、毎期総還元性向が 100％以上となるよう、自己株式の取得を実施する予定。 

自己株式の取得の実施規模および実施時期などについては、決定次第速やかに開示。 

（4）取締役会および監査役は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策（増資、ＭＢ

Ｏ等を含みます。）を行う際は、独立役員の意見に配慮しつつ、その検討過程や実施の目的等

の情報を速やかに開示するとともに、必要に応じて株主総会や決算説明会等で説明を行うなど、

株主に対して十分な説明に努めます。 

 

４．政策保有株式に関する方針 

（1）当社は、政策保有株式については、事業戦略、事業上の協力関係の維持・強化の必要性、取

引関係などへの影響を総合的に勘案し、その保有が中長期的な観点から当社グループの企業価

値の向上に資することを確認した上で、新規保有や継続保有を判断します。 

（2）当社では、投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な視点で当社グループおよび投資

先の企業価値向上につながるか、または当社による株式保有の意義が損なわれないかを判断基

準として、政策保有株式に係る議決権の行使を行います。 

（3）当社は、年に１回、取締役会において個別の政策保有株式について、事業上の協力関係の維

持・強化への貢献、連結業績への寄与等を含む保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っ

ているか、および事業戦略、取引関係などを勘案した場合にその保有目的が適切かの検証を行

い、検証の結果、保有の意義が認められない場合には、原則として売却します。 
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５．株主との建設的な対話 

（1）当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株

主を含む投資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、当社グループを成

長させていくことが重要であるとの認識に基づき、以下のとおり株主との建設的な対話を促進

するための方針を定めます。 

① 当社では、ＩＲ担当取締役が株主との対話全般について統括を行うものとします。 

② 当社では、情報の収集および管理、開示を統括する統括本部総務部が関連部署と連携

しながら、適時かつ公正、適正に株主に対する情報開示を行います。 

③ 当社は、中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する主要な株主との間で、当

社のコーポレートガバナンスおよび重要な経営上の方針について、面談による対話を行

います。面談による対話については、株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえたうえ

で、経営陣幹部をはじめ、社外取締役を含む取締役または監査役等が対応することを基

本とします。 

④ 当社は、個別面談以外の対話の手段として、年２回の決算説明会や証券会社カンファ

レンスを活用した会社説明会等を実施します。また、投資家からの要望をもとに、オー

クション会場見学会等を実施します。 

⑤ 当社は、株主との対話を通じて、当社グループの経営方針にかかる理解を得る努力を

行うとともに、株主の意見を経営に反映するため、特に重要なフィードバック事項が発

生した場合には、当該対話を行った取締役等は、その内容を取締役会へ報告します。 

⑥ 当社では、統括本部総務部、財務部を中心に、社内規則に従いインサイダー情報が漏

洩しないよう留意しつつ、対話の内容等について検討を行います。 

（2）当社は、決算短信等において、売上高、営業利益および１株当たり当期純利益等の目標値を

開示するとともに、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の目標値および配当に関する基本方針を

事業報告や有価証券報告書等において開示します。また、決算説明会等を通じて、かかる目標

の達成に向けた具体的な施策を説明します。 

（3）当社は、毎年３月および９月末における株主名簿について、株主名簿上の株主構造を把握す

るとともに、必要に応じ、信託銀行等の名義で当社の株式を保有するいわゆる実質株主の調査

等を行い、その把握に努めます。 

 

６．株主の利益に反する取引の防止 

当社は、役員およびその２親等以内の親族ならびにこれらの者が出資または株式を所有す

る会社（上場会社にあってはその発行済株式の１％超の株式を所有する会社とします。）およ

びこれらの者が実質的に支配または経営に関与する法人が当社との間で行う取引（当社と当

社子会社との間で行う取引を除きます。）については、社内規程によりオートオークション取

引以外の取引を禁止し、オートオークション取引を行う場合には、当社および株主共同の利

益等を害することがないよう、取引条件が一般の会員と同様であることを条件に、当該取引

についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとします。かかる取引の状況に

ついては、毎年、定時株主総会終結後最初の取締役会において報告し、取引の継続の可否に

ついて審議を行います。 
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第３章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

 

１．株主以外のステークホルダーとの関係 

（1）当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、全てのステークホルダー

との協働が必要不可欠であるとの認識に基づき、それぞれのステークホルダーとの関係に係る

考え方を「企業理念」として制定し、当社ホームページ等において開示します。 

（2）当社グループでは、ステークホルダーとの協働を実践するため、当社の経営陣が先頭に立っ

て、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めます。 

 

２．従業員との関係 

（1）当社グループでは、全役員・社員の行動の基本原則として「ＵＳＳ行動・倫理規範」を取締

役会で定め、必要に応じて改訂するものとします。当該規範については、当社グループの全役

員・社員に周知するとともに、適宜社内研修を通じて浸透を図るよう努めます。 

（2）当社グループでは、女性がいきいきと働き、継続的に活躍できる職場環境や、ワーク・ライ

フ・バランスの実現に向け、短時間勤務措置、看護休暇、介護休業、育児休業制度等を充実さ

せ、従業員が働きやすい環境を整備します。また、従業員の採用においても、人種、民族、国

籍、性別、宗教、信条、障がいの有無、性的指向・ジェンダーアイデンティティ、中途・新卒

等を問わず採用し、能力に見合った適切な処遇を行います。 

（3）当社グループでは、経営方針として、将来の当社グループを担う自立した人材の育成を打ち

出し、これを実現するために教育・研修を充実させます。また、業務の効率化や先進技術の導

入により、働きやすい職場環境づくりを進めてまいります。 

 

３．サステナビリティを巡る課題 

 当社グループでは、社会・環境問題に対して積極的に取り組むことが、当社グループの持続

的な成長に不可欠であるとの認識に基づき、事業が経済・社会・環境に与えるインパクトと、

ステークホルダーの当社グループに対する評価・要請を考慮し、重要課題（マテリアリティ）

を整理します。この重要課題については、ステークホルダーの皆様との対話や社内での議論を

重ね、継続的に見直しを行っていきます。 

 

４．内部通報制度 

（1）当社グループでは、従業員が違法行為などのリスク情報を入手した場合の通報窓口として、

外部機関により管理される「ＵＳＳグループ内部通報制度窓口」を設置します。当該窓口に相

談・通報された重要なリスク情報は当社取締役会に報告されるほか、当社代表取締役が定期的

に運用状況の確認を行います 

（2）通報された内容については、当社代表取締役の指示に基づき、必要に応じて弁護士等の外部

専門家の助言を受けつつ、当社代表取締役が指名する調査担当者において客観的証憑の調査や

ヒアリングの実施等の適切な方法により検証し、違法または不適切な行為の改善および予防の

ために適切に活用します。また、当社取締役または当社執行役員が関与している可能性がある

通報を受け付けるための通報窓口を、通常の通報窓口とは別に設けます。当該窓口に対して通

報があった場合には、当社社外取締役および当社監査役で組織する調査委員会の指示に基づき、



 

5 

 

調査委員会が指名する調査担当者が対処する仕組みといたします。 

（3）「ＵＳＳ内部通報制度窓口」を管理する外部機関から当社に通報があった旨の通知がなされ

た場合、当社の通報窓口担当者は、通報者が顕名での通報を希望する場合を除き、匿名化され

た通報内容のみを閲覧できるものとし、通報者に関する情報の秘匿性を確保します。また、従

業員が当該窓口に対してリスク情報を通報したことを理由に、不利益な取り扱いを一切受けな

いことなどを、当社グループは「内部通報制度に関する規程」により明確に規定します。 

 

第４章 情報開示に関する方針 

 

１．情報開示の方針 

当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダー

からの理解を得るためには、適切な情報開示を行うことが不可欠であるとの認識に基づき、

法令に基づく開示以外にも、サステナビリティの考え方や方針、取組み、人的資本や知的財

産への投資など、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報（非

財務情報も含みます。）については、当社ホームページ、インベスターズガイド、統合報告書

などの様々な手段により積極的に開示を行います。 

 

２．情報開示の方法 

（1）当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対し正確な情報を伝達できるよう、情報開

示にあたっては、平易かつ具体的な記述を行うよう努めます。 

（2）当社は、海外投資家の株式保有比率に鑑み、英語版のホームページを開設するとともに、株

主総会招集通知、決算短信、決算説明資料および適時開示情報の英語版を当社ホームページ等

において開示し、海外投資家への情報提供を行います。 

 

第５章 コーポレートガバナンス体制 

 

１．当社の機関設計 

当社は、取締役会において経営の重要な意思決定および各取締役の業務執行の監督を行うと

ともに、監査役設置会社として、取締役会から独立した監査役および監査役会により各取締役

の職務執行等の監査を実施します。また、独立社外取締役を複数名選任することにより、取締

役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、複数名の独立社外監査役を選任し、取

締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築します。さらに、取締役候補者の指名お

よび執行役員の選任ならびに取締役および執行役員の報酬水準の妥当性および業績評価の透明

性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置します。 

 

第１節 取締役会 

２．取締役会の役割 

（1）取締役会は、中期的な経営戦略および経営計画に相当するものとして、経営方針「Challenge 

to Next Stage」および決算短信における各種目標値等を定め、当社ホームページ等において

開示します。単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行い、決算発表等を通じ
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て株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行うとともに、次回目標値等の設定に反映

します。さらに、収益力・資本効率の向上や連結業績への寄与等を目的として設備投資・人材

投資等の経営資源の配分を決定します。 

（2）取締役会では、当社の経営戦略や経営計画等に相当する内容を定めるに当たり、社外役員を

交え、自由な意見交換のもとで議論を行います。取締役会は、重要な業務執行の決定に際して

は、かかる内容を踏まえて決定するとともに、毎回、業務執行取締役から担当業務の業務執行

状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行います。各取締役は、業務執行取

締役からの報告に対して必要に応じて意見を述べるなど、建設的な議論を行います。 

（3）取締役会では、その付議・報告基準に定めるところに従い、当社の経営に関する重要事項お

よび法令・定款により取締役会が決定すべきこととされている事項に係る意思決定を行うこと

とし、その他の事項に係る決定については、その重要性および性質等に応じて稟議等による決

裁により決定します。また、本部長および会場長ならびに社内部門長の職務権限、職務分掌等

についても、社内規程により明確に定めます。 

（4）当社は、具体的な業務執行に関する責任を担う執行役員等の提案活動は、当社グループの活

性化および持続的な成長に不可欠なものであるとの認識に基づき、取締役会や各取締役等への

提案について、随時受け付ける機会を設けます。また、取締役会は当該提案に対して独立した

客観的な立場において十分な検討を行うとともに、取締役会で承認された提案内容については、

各事業分野の担当取締役等が中心となり、その実行に関する責任を担います。 

 

３．取締役会の体制および運営 

（1）取締役会は、定款で定める範囲内（12 名以内）で、各事業に関する知識、経験、能力等の

バランスおよび多様性に配慮しつつ、取締役会における実質的な議論を確保する観点から適切

と考えられる員数で構成します。 

（2）当社では、取締役会に上程される議案にかかる資料を、原則として開催日の１週間前を目処

に出席者に送付し、統括本部総務部を窓口として事前質問への対応を行うなど、取締役会当日

に十分な審議を行うことのできる体制を整備します。社外取締役は、自身の専門的な知識や豊

富な経験に基づき、取締役会において意見を述べるとともに、必要に応じて改善提案等を行い

ます。 

（3）取締役会は、原則２か月に１回以上の頻度で開催し、事業年度の開始前に年間開催スケジュ

ールおよび予想される主な審議事項を決定します。各回の取締役会に上程される審議項目は、

十分な審議時間を確保できる数に留めます。 

（4）取締役による他の上場会社の役員等の兼任は、その役割・責務を適切に果たすために必要と

なる時間・労力を当社の取締役としての業務に振り向けることができる合理的な範囲に留めま

す。取締役およびその候補者による他の上場会社の役員の兼任状況その他重要な兼職状況につ

いては、毎年、株主総会参考書類および事業報告において開示します。 

（5）当社は、取締役会の実効性評価のため、各取締役および各監査役に対するアンケートを実施

し、その結果を取締役会に報告します。 

 

４．取締役および執行役員の選解任 

（1）当社は、取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役また
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は執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物であるかを基準

とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の

答申を踏まえて決定します。 

（2）取締役および執行役員に法令違反があったときや職務の執行に問題があると判断されたと

きは、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の

答申を踏まえて、取締役および執行役員の解任ならびに役付取締役などの解職について決定し

ます。 

（3）当社では、東京証券取引所の定める独立性基準の合理性を認め、当社の独立性判断基準とし

て採用し、これに基づいて社外取締役の候補者を指名し、独立役員として指定します。また、

社外取締役の選任に当たっては取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待で

きる人物を候補者として指名します。 

（4）当社は、取締役候補者の指名についての説明を、取締役の選任議案に係る株主総会参考書類

において開示します。 

 

５．取締役および執行役員の報酬 

（1）役員報酬制度に係る基本方針 

 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営人材を保

持・獲得するため、競争力のある報酬水準に設定いたします。 

 固定報酬（基本報酬）に加え、業績連動報酬として、短期インセンティブ報酬である賞与、

中期インセンティブ報酬である業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット

/PSU）および長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬（リストリクテッド・ス

トック/RS）を設定し、これらの割合等を適切に設定することにより、持続的な成長に向け

た健全なインセンティブとして機能するものといたします。 

 

（2）役員報酬制度の内容 

 上記(1)の基本方針に基づく当社取締役への報酬制度の概要は下記表のとおりです。下記表

の「●」は、それぞれの報酬等の支給対象者を示します。 

 

 

報酬等の種類 

支給対象 

業務執行取締役 

（注１） 

社外取締役 

（注２） 

監査役 

（注３） 

固定 
金銭 

基本報酬 ● ● ● 

変動 

賞与 ● - - 

株式 
業績連動型株式報酬 ● - - 

譲渡制限付株式報酬 ● - - 

（注） 1. 業務執行取締役とは、当社取締役のうち、社外取締役ではない者を指します。 

業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」、「賞与」、「業績連動型株式報酬」および「譲

渡制限付株式報酬」により構成されています。 
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2. 社外取締役の報酬は、高い客観性・独立性をもって経営を監督する立場にあるこ 

とから、基本報酬のみで構成されています。 

3. 監査役の報酬は、監査役の協議にて決定しており、高い客観性・独立性をもって

経営を監査および監督する立場にあることから、基本報酬のみで構成されていま

す。 

 

 業務執行取締役に対する各報酬の割合（注）は以下のとおりです。 

報酬の種類 報酬構成 

基本報酬 60％ 

賞与 20％ 

業績連動型株式報酬 10％ 

譲渡制限付株式報酬 10％ 

（注）業績 100％達成時の目安となる割合。 

 

（3）基本報酬 

 基本報酬は、役位毎の役割の大きさや責任範囲等を踏まえて定め、毎月定額を支給いたし

ます。 

 

（4）賞与 

 賞与は、毎事業年度の業績達成度合に基づき以下の算式により算出される額の金銭報酬を

支給する短期インセンティブ報酬としての業績連動型金銭報酬です。 

 賞与は、賞与算定基礎額（i）に、賞与支給率（ii）を乗じて、個人別の支給額を決定いた

します。 

賞与＝賞与算定基礎額（i）×賞与支給率（ii） 

 

（i）賞与算定基礎額 

 賞与算定基礎額は、当社取締役会からの委任を受けた、独立社外取締役が過半数を占める

当社の指名・報酬委員会において決定いたします。 

 

（ii）賞与支給率 

 賞与支給率は、売上高評価係数、営業利益評価係数、当期純利益評価係数（親会社株主に

帰属する当期純利益を用いる。以下同じ。）および ROE評価係数の各財務指標評価係数（す

べて連結を基準とする。以下同じ。）を、該当するウエイト（売上高評価係数 20%、営業利

益評価係数 40%、当期純利益評価係数 20%および ROE評価係数 20%）を用いて算出いたしま

す。 

 上記の各財務指標評価係数は、事業年度毎に設定された目標値の達成率に応じて 0～200％

の間で変動いたします。また、売上高評価係数、営業利益評価係数および当期純利益評価

係数については、各期初に公表する業績予想値を目標値といたします。ROE評価係数につい

ては、当社の中期的な経営指標の１つである 20％を目標値といたします。 
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賞与支給率＝売上高評価係数×20%＋営業利益評価係数×40％ 

          ＋当期純利益評価係数×20%＋ROE 評価係数×20% 

 

【賞与支給率を構成する財務指標および評価係数】 

区分 KPI 判定基準 ｳｴｲﾄ 達成率 評価係数 

財務 

指標 

売上高 
目標値の達成

度 
20% 

下限 50% 0% 

目標 100% 100% 

上限 150% 200% 

営業利益 同上 40% 

下限 50% 0% 

目標 100% 100% 

上限 150% 200% 

当期純利益 同上 20% 

下限 50% 0% 

目標 100% 100% 

上限 150% 200% 

ROE 同上 20% 

下限 ROE16%未満 0% 

目標 20% 100% 

上限 ROE25%以上 200% 

 

（5）業績連動型株式報酬 

 業績連動型株式報酬は、報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をより明確化す

ること等により、業務執行取締役に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る中期のイ

ンセンティブをより強化することを目的として付与する株式報酬です。当社は、当社定時

株主総会終了後から翌年に開催する当社定時株主総会までの期間（以下、「対象期間」とい

う。）に係る業務執行取締役に対する中期インセンティブ報酬として、連続する３事業年度

の期間（以下、「業績評価期間」という。）の業績目標達成度に応じて算定される数の当社

普通株式を、業績評価期間終了後に交付いたします。 

 業績連動型株式報酬として支給される当社普通株式の数（交付株式数）は、株式ユニット

数（i）に、株式支給率（ii）を乗じて算出いたします。 

交付株式数＝株式ユニット数（i）×株式支給率（ii） 

 

（i）株式ユニット数 

 株式ユニット数は、各業務執行取締役についての業績連動型株式報酬基準額（a）を、基

準株価（b）で除して算出いたします。 

株式ユニット数 = 
各業務執行取締役の業績連動型株式報酬基準額（a）  

基準株価（b）  

 

（a）業績連動型株式報酬基準額 
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 業績連動型株式報酬基準額は、当社取締役会からの委任を受けた、独立社外取締役が過半

数を占める当社の指名・報酬委員会において決定いたします。 

 

（b）基準株価 

 基準株価は、業績評価期間の直前の事業年度の最終日の終値（同日に取引が成立していな

い場合には、それに先立つ直近取引日の終値）または業績評価期間の直前の事業年度平均

株価のいずれか高い方の株価といたします。 

 

（ii）株式支給率 

 株式支給率は、業績評価期間に係る、TSR（※）評価係数および ROE評価係数の各財務指

標評価係数を、該当するウエイト（TSR評価係数 50%および ROE評価係数 50%）を用いて

算出のうえ、非財務指標係数である ESG評価係数を加減のうえ算出いたします（ただし、

計算の結果が零を下回るときは 0%といたします。）。 

 TSR評価係数および ROE評価係数は、業績評価期間毎に設定された目標値の達成率に応じ

てそれぞれ 0～200％の間で変動いたします。 

 非財務指標係数である ESG評価係数は、業績評価期間に係る MSCIおよび CDPによる格付

に連動した数値を用い、－10％～＋10％の間で変動いたします。 

株式支給率＝TSR 評価係数×50%＋ROE評価係数×50%±ESG評価係数 

 

※TSR 

 TSRとは、各業績評価期間につき下記の算式に基づき算出される値をいいます。 

TSR ＝ 

業績評価期間終了直前 3か月間の株価終値の平均値 

＋業績評価期間中における配当金の総額 － 1 

業績評価期間開始直前 3か月間の株価終値の平均値 

 

【株式支給率を構成する財務指標および評価係数】 

区分 KPI 判定基準 ｳｴｲﾄ 達成率 評価係数 

財務 

指標 

TSR 

（Index 

 比較） 

TOPIX500社の株

式成長率に対す

る当社の TSR（相

対的株式成長率） 

50% 

相対的株式成長率が 

70％未満の場合 
0% 

相対的株式成長率が 

70％以上 130％以下の場合 

相対的株式 

成長率の値 

相対的株式成長率が 

130％を超える場合 
200% 

ROE 目標値の達成度 50% 

下限 ROE16%未満 0% 

目標 20% 100% 

上限 ROE25%以上 200% 
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（6）譲渡制限付株式報酬 

 譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役に対する長期インセンティブ報酬と位置づけ、業

務執行取締役が当社普通株式を継続して保有することにより、株価変動のメリットとリス

クを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める

ための長期のインセンティブとすることを目的として付与する株式報酬です。当社は、原

則として毎年、譲渡制限付株式報酬としての当社普通株式の交付日から、業務執行取締役

が当社取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間を譲渡制限期間と

する譲渡制限付株式報酬を付与いたします。 

 譲渡制限付株式報酬の各年における支給総額は、当社取締役会からの委任を受けた、独立

社外取締役が過半数を占める当社の指名・報酬委員会において決定し、株式総数について

は、各年 600,000 株を上限といたします。 

 

（7）業務執行取締役の報酬水準および報酬構成比率 

 TOPIX500社および当社と同水準の時価総額や売上高の企業における報酬水準および報酬構

成比率ならびに当社従業員の労働分配率および報酬水準とも比較した上で、これらを総合

的に判断して、適切な報酬水準および報酬構成比率を設定しています。 

 業務執行取締役の報酬構成については、当社業績との連動性をより明確にし、中長期的な

業績向上と企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的に、報酬水準や報酬形態お

よびその割合等を決定し、これらにつき定期的に見直しを行います。なお、業務執行取締

役に対する各報酬の割合は上記(2)をご参照ください。 

 

（8）報酬の返還等（マルス・クローバック制度） 

 業務執行取締役に対して付与される業績連動型株式報酬および譲渡制限付株式報酬につい

て、報酬の返還制度（マルス・クローバック制度）を導入しております。業務執行取締役

が法令または社内規程等に重要な点で違反したと当社取締役会が認めた場合および重大な

不正会計や巨額損失等を含む当社取締役会が定める一定の事由が生じた場合、当該業務執

行取締役に対し、当社普通株式を交付せず、または交付した当社普通株式の全部または一

部や交付した当社普通株式に代わる時価相当額の金銭について、返還請求等を行うものと

します。返還請求等の決定およびその内容は、当社取締役会決議により決定されます。 

 

（9）取締役の報酬等の決定プロセス 

 当社取締役の報酬等の内容の決定に関する方針および個人別の報酬等の内容は、当社取締

役会の委任を受け、独立社外取締役が過半数を占める当社の指名・報酬委員会において客

観的な審議を経て決定されるものといたします。 

 当社の指名・報酬委員会の審議においては、報酬制度に関する客観的視点、専門的な知見

や情報の提供を目的として、必要に応じて外部専門機関に助言を求めます。 
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（10）執行役員の報酬等の決定に関する方針 

 当社執行役員の報酬等の決定に関する方針は、当社取締役の報酬等の決定に関する方針に

準ずるものとしており、「基本報酬」、「賞与」、「業績連動型株式報酬」および「譲渡制限付

株式報酬」により構成しています。 

 

第２節 監査役会 

６．監査役会の役割および体制 

（1）当社では、監査役会の過半数を独立社外監査役で構成し、監査役会の独立性を確保するとと

もに、常勤監査役が業務執行取締役と常時意見交換を行うことができる体制を整備します。常

勤監査役は、その職務遂行上収集した情報を監査役会等で社外監査役と共有します。また、社

外監査役は、独立役員と代表取締役を構成員とする意見交換会を通じて、社外取締役との連携

を図ります。 

（2）当社は、監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の監査役として相応しい豊富な経験、

高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、監査役会の同意を得た上で、取締役会に

おいて決定します。また、東京証券取引所の定める独立性基準の合理性を認め、当社の独立性

判断基準として採用し、これに基づいて社外監査役の候補者を指名し、独立役員として指定し

ます。 

（3）監査役候補者の指名を行うに当たっては、財務・会計に関する適切な知見を有する者を１名

以上指名します。 

（4）当社は、監査役候補者の指名についての説明を、監査役の選任議案に係る株主総会参考書類

において開示します。 

（5）監査役による他の上場会社の役員等の兼任は、その役割・責務を適切に果たすために必要と

なる時間・労力を当社の監査役としての業務に振り向けることができる合理的な範囲に留めま

す。監査役およびその候補者による他の上場会社の役員の兼任状況その他重要な兼職状況につ

いては、株主総会参考書類および事業報告において開示します。 

 

７．監査役の機能強化 

（1）監査役は、取締役や内部監査部門と連携し、監査を行うにあたって必要となる情報収集を行

うとともに、収集した情報に不足がある場合は、常勤監査役が中心となり、各部門を担当する

業務執行取締役や関連する部門に対し必要とする情報や資料を求め、要請を受けた部門は、適

宜情報や資料を提供します。 

（2）当社では、内部監査室の従業員が監査役の職務の補助を行うものとし、当該従業員が監査役

より監査業務に必要な命令を受けた場合には、当該命令に関して取締役および他の従業員の指

揮命令を受けないものとします。 

 

第３節 その他 

８．取締役および監査役による情報入手と支援体制 

（1）取締役および監査役は、その職務の遂行に必要となる情報について、各部門における担当取

締役または部門責任者に情報や資料を求めるものとし、担当取締役または部門責任者は、かか

る要請に基づき、取締役および監査役に対し適宜情報や資料を提供します。とりわけ、社外取
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締役や社外監査役からの情報提供に関する依頼については、社内との連絡・調整を行う事務局

を統括本部総務部に設置し、各部門が常時受け付ける体制を確保します。 

（2）当社では、統括本部総務部が独立社外取締役の職務の補助を行うものとし、当該部門が経営

陣および監査役または監査役会との連絡・調整を行います。 

 

９．取締役および監査役に対するトレーニングの方針 

（1）当社では、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、外部セミナー

等を通じて、取締役および監査役の知識や能力の向上を図ります。また、自己啓発等を目的と

して、外部セミナー、外部団体への加入および人的ネットワークへの参加を推奨するとともに、

その費用については、当社にて負担します。 

（2）当社は、新任の取締役・監査役に対して、就任時に定款・社内規程等の会社基礎資料を配付

するとともに、外部セミナー等を通じて、役割と責務についてあらためて理解の促進を図りま

す。 

（3）当社は、社外取締役、社外監査役には、就任時に、担当役員またはグループ各社から当社グ

ループの事業、財務、組織を含めた概況に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて、当

社施設の見学など、当社グループの理解を深めるための施策を実施します。 

 

10．取締役および監査役と内部監査部門との連携 

当社は、内部監査部門による監査において把握された業務執行に関する問題点等について

は、適宜、取締役会および監査役会に報告がなされる体制を整備します。報告された問題点

等に関する改善指導や是正状況についても、同様に内部監査部門と取締役会および監査役会

との間で情報共有を図ります。 

 

11．外部会計監査人 

（1）当社は、外部会計監査人が財務報告の信頼性の確保等、株主・投資家に対する責務を負って

いることを認識し、適正な監査の確保に向けた対応を行います。 

（2）監査役会は、外部会計監査人との意見交換や、監査実施状況・監査報告等の確認を通じ、外

部会計監査人による職務の実施状況の把握・評価を行うとともに、外部会計監査人の独立性と

専門性の有無について確認を行います。 

（3）当社は、外部会計監査人による監査の実効性確保を図るため、以下の対応を行います。 

① 外部会計監査人と事前協議を実施のうえ、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間

を確保します。 

② 外部会計監査人から要請があれば、代表取締役をはじめ各業務執行取締役等の経営陣幹

部との面談の機会を設けます。 

③ 会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人と監査役の連携を確保しま

す。また、監査役が外部会計監査人および社外取締役と随時必要な情報交換を行い、その

内容を必要に応じて外部会計監査人または社外取締役との間で共有することにより、外部

会計監査人と社外取締役の連携を確保します。さらに、外部会計監査人は、内部監査部門

と随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とす

る情報等の提供を受けるものとします。 
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④ 外部会計監査人が不正を発見し、適切な対応を求めた場合や不備・問題点があった場合

などは、代表取締役の指示により、各業務執行取締役が中心となり、調査・是正を行い、

外部会計監査人にその結果報告を行います。 

 

12．独立役員の情報交換および指名・報酬委員会 

（1）当社は、社外役員が独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を行うことの重要性

を認識し、独立役員と代表取締役を構成員とする意見交換会を設けるなどの取組みを行います。 

（2）指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会に上程する次の議案の内容の適

切性について審議し、取締役会に答申を行います。 

① 取締役候補者の指名および執行役員の選任 

② 取締役および執行役員の報酬に関する方針 

③ 代表取締役および役付取締役の選定ならびに解職 

④ 取締役および執行役員の解任 

⑤ 取締役のサクセッションプランの内容 

また、当社の指名・報酬委員会は、取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容について

の決定方針に基づき、取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容を決定します。 

 

 

 

 


